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議 案  

番 号  
件               名  備   考  

８ ９  訴 え の 提 起 に つ い て  
 

 

９ ０  
薩 摩 川 内 市 定 住 促 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

９ １  令 和 ７ 年 度 薩 摩 川 内 市 一 般 会 計 補 正 予 算  予 算 書 は 別 冊  

 



議案第８９号 

訴えの提起について 

 

次のとおり訴えを提起するものとする。 

 

令和 ８ 年 ３ 月 ４ 日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  訴えの相手方 

 ⑴  賃借人 

  ア  所在地   

イ  名  称    

 
 

 ⑵  連帯保証人  
  ア  住  所    
  イ  氏  名    

２  請求の要旨 

⑴ 被告                                

        （以下「賃借人」という。）は、本市に対し、 

金６，８９７，６３８円の貸付料を支払え。 

⑵ 被告    （連帯保証人）は、賃借人と連帯して、本市に対し、 

金３，９４７，４８１円の貸付料を支払え。 

⑶ 賃借人は、本市に対し、貸付料の各納期限の翌日から支払済みまで年８分

７厘の割合による金員の土地建物賃貸借契約に基づく延滞利息を支払え。 

⑷ 賃借人は、本市に対し、金１，５１１，７２７円の損害金を支払え。 

⑸ 賃借人は、本市に対し、金１２９，８００円の土地建物賃貸借契約に基づ

く原状回復に要した費用を支払え。 

⑹ 訴訟費用は、被告らの負担とする。 

との判決及び仮執行の宣言を求める。 

３ 訴訟遂行上の方針 

⑴ 第１審判決の結果、必要がある場合は、上訴するものとする。 

⑵ 訴訟遂行上の過程において必要がある場合は、訴え若しくは当事者の追加、 

変更又は訴訟上の和解をすることができる。 
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提 案 理 由  
本市との土地建物賃貸借契約に係る未払の貸付料、その延滞利息、原状回復の

合意の不履行による損害金及び本市が原状回復に要した費用について、支払を求

める訴えを提起することとしたいが、これについては、地方自治法第９６条第１

項第１２号の規定により議会の議決を経る必要がある。  
これが本案提出の理由である。  

 

参  照  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（議決事件） 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

⑴～⑾ 略 

⑿ 普通地方公共団体がその当事者である・・・略・・・訴えの提起・・・略

・・・に関すること。 

⒀～⒂ 略 

２ 略 

 

参  考  

 

事   件   の   概   要  

 

本市と訴えの相手方である賃借人は、令和２年１０月１９日に薩摩川内市  
             所在の土地建物（           以下

「本件物件」という。）の土地建物賃貸借契約（以下「本件賃貸借契約」とい

う。）を締結した。  
賃借人は、本件賃貸借契約に基づき、本件物件で宿泊事業等を行っていたが、

令和６年３月１３日付けの文書により、暫時、事業を休止する旨が示された。  
その後、同年１０月２３日付けの文書により、事業撤退する旨の申出があり、  

本市は、同年１１月３０日をもって本件物件の返還を受けることに合意し、契  
約に基づき、同日までの原状回復を求めたが、完全には履行されなかったため、

令和７年４月１８日をもって契約を解除する旨を賃借人に通知した。  
以降も、未払の貸付料の納付を催告したが、納付されず、また、本件物件に

相手方が残置した無価物（ごみ等）の撤去による原状回復等を求める内容証明

を送付したが履行されなかったことから、本件賃貸借契約の規定に基づき、本

市が撤去処分を行った。  
よって、未払の貸付料、その延滞利息、原状回復の合意の不履行による損害

金及び原状回復の不履行により本市が負担した費用について、支払を求めるも

のである。  
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議案第９０号 

薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 

令和 ８ 年 ３ 月 ４ 日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市における定住を促進する等のため実施している住宅取得等に対する補助制

度について、本年３月３１日限りで補助対象となる期間が終了するため、３年間

の期間延長を行おうとするものである。 

これが本案提出の理由である。 
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薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する条例 

 

薩摩川内市定住促進に関する条例（平成１７年薩摩川内市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。 

第３条中「令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和８年４月

１日から令和１１年３月３１日まで」に改める。  
附 則 

（施行期日）  
１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例の規定による改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例第３条に定

める期間に転入をした者に係る定住住宅取得補助金、定住住宅リフォーム補助

金、新幹線通勤定期購入補助金及び新幹線通学定期購入補助金の取扱いについ

ては、なお従前の例による。  
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